
野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、空き家を地域の有効な資源として捉え、介護保険法（平成９年法律第123号）第

115 条の 45 第１項第１号ロに規定する介護予防・日常生活支援総合事業の第１号通所事業のうち、

介護予防・生活支援サービス事業における住民主体の通所型サービス事業（以下「通所型サービス

Ｂ」という。）を開設し、公益性の高い施設として地域活性化を図る優れた活用方法を提案する者が

事業の実施のために行う改修工事等の経費に対し、予算の範囲内において野洲市通所型サービスＢ

開設のための空き家活用モデル支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、

野洲市補助金等交付規則（平成 16 年野洲市規則第 48 号。以下「規則」という。）に定めるもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) モデル事業 別に設置する通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業審査会

（以下「審査会」という。）による審査を踏まえ、地域の活性化に資する先進的な空き家の活用モ

デルとして市長が認めた事業をいう。 

(2) 空き家 市内に存する居住又は店舗の用に供していた建築物で、１年以上居住し、又は使用さ

れておらず、賃貸用又は売却用として流通していない建築物をいう。 

(3) 公益性の高い施設 通所型サービスＢを開設し、及び10年以上の継続的な活用が提案される施

設であって、次のいずれかに該当する施設をいう。 

  ア 子育て支援及び高齢者の居場所づくりに資する施設 

  イ 自治会等の活動拠点及び多世代交流施設 

  ウ 共同仕事場（複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場）に資する施設 

  エ 地域活性化に資する観光交流施設 

  オ その他市長がアからエまでのいずれかに準ずる施設と認めるもの 

(4) 所有者等 空き家の所有者又はその相続人をいう。 

(5) 改修工事等 モデル事業の実施に必要な工事等をいう。 

（補助対象建築物） 

第３条 補助の対象となる空き家（以下「補助対象建築物」をいう。）は、次の各号のいずれにも該当

するものとする。 

(1) 土砂災害特別警戒区域以外の区域に存在するものであること。 

(2) 過去に同類の補助金の交付を受けていないものであること。 

(3) 改修工事等を行う同一の部分に対して国又は地方公共団体から補助を受けて工事を行っていな

いもの及び当該改修工事等に補助金以外の補助を受ける予定がないものであること。 

(4) 建築基準法（昭和 25年法律第 201号）その他の法令に照らして利用に供する建物として適当と

認められるものであること。 

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の適用を受ける

店舗でないこと。 

(6) 国又は地方公共団体が所有する建築物でないこと。 

(7) 不動産業を営む者又はこれと同等と認められる者が所有する建築物でないこと。 

（補助対象者） 



第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれかに該当す

るもので、補助対象建築物を改修し、モデル事業の目的で空き家活用を行う者とする。 

(1) 補助対象建築物の所有者。ただし、補助対象建築物の所有者、補助対象建築物の所有者の１親

等の親族又は配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項

において同じ。）（法人が所有する場合にあっては、その代表者等をいう。以下この条において同

じ。）が居住する目的の場合は対象としない。 

(2) 補助対象建築物を賃借又は購入しようとする者。ただし、補助対象建築物の所有者、補助対象

建築物の所有者の１親等の親族又は配偶者が居住する目的で、賃借又は購入しようとする場合は

対象としない。 

(3) 補助対象建築物の所有者から当該建築物を借り受け、モデル事業の目的で空き家活用を行う者

に賃貸しようとする者。ただし、補助対象建築物の所有者、補助対象建築物の所有者の１親等の

親族又は配偶者が居住する目的で、賃貸しようとする場合は、対象としない。 

２ 補助対象者は、ホームページ、市の広報等への掲載において事例として紹介することについてあ

らかじめ了承しなければならない。 

３ 前項に基づく了承について、補助対象者が補助対象建築物の所有者と異なる場合は、あらかじめ

所有者の同意を得なければならない。ただし、補助対象者が補助対象建築物を購入しようとする場

合は、この限りでない。 

４ 第１項各号に規定する者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象者としない。 

(1) 市税の滞納のある者 

(2) 野洲市暴力団排除条例(平成 23 年野洲市条例第 22 号)第２条第１号に規定する暴力団、同条第

２号に規定する暴力団員並びにこれらのものと密接な関係にあると認められる者 

(3) その他市長が不適切と認める者 

（関係権利者の同意） 

第５条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、補助対象事業の実施に係る

当該建築物の所有者の同意を得なければならない。 

２ 前項に規定する建築物の所有者の同意を得る場合であって、補助対象建築物における所有者が複

数いるときは、全員の同意を得なければならない。 

（補助対象工事等） 

第６条 補助の対象となる工事等（以下「補助対象工事等」という。）は、次に掲げる工事等のうち、

補助対象建築物となる空き家の取得、移転、増築又は改築に必要なものとする。 

(1) 設計及び監理 

(2) 台所、浴室、洗面所及び便所の改修のうち必要なもの 

(3) 給排水、電気及びガスの設備の改修のうち必要なもの 

(4) 壁紙及び床の仕上げ等の内装の改修 

(5) 屋根、外壁等の外装の改修 

(6) 段差解消、手すりの設置又は開口幅確保等、バリアフリー化の改修 

(7) 耐震診断及び耐震改修 

(8) 家屋内整理等作業（家具等の運搬、一般廃棄物処理業者等による不要物の廃棄手数料、ハウス

クリーニング、除草等） 

(9) その他市長が必要と認めるもの 



（補助対象工事等の施工業者） 

第７条 補助対象工事等を施工する者は、原則として市内に本店、支店、営業所、事務所その他これ

に類する施設を有する個人事業主又は法人に限るものとする。ただし、特別の事由がある場合や、

申請者が自ら施工する場合は、この限りでない。 

（補助対象経費） 

第８条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象工事等に要する費用

並びに補助対象建築物の取得費用及び空き家活用のための準備、調整等に要する経費とする。 

２ 前項の規定に関わらず、申請者が補助対象工事を自ら施工する場合の補助対象経費は、第６条各

号に掲げる工事等の材料費及び専門の工事として専門の工事業者への委託に要する費用とする。 

（補助金の額） 

第９条 補助金の額は、前条の補助対象経費の合計額に５分の４を乗じて得た額とし、7,000,000 円を

上限とする。 

２ 前項の規定により算出した額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとす

る。 

（補助金の交付の申請） 

第 10 条 申請者は、市長が別に定める募集期間内で、補助対象工事等の着手前に、野洲市通所型サー

ビスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付申請書（様式第１号）に、規則第３条第

１項第４号に規定する書類として、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しければならない。ただ

し、同項第１号に規定する事業計画書は様式第２号に、同項第２号に規定する収支予算書は様式第

３号によるものとする。 

(1) 固定資産税の評価証明書等で建築年月日及び面積の分かるもの 

(2) 補助対象建築物の賃貸借契約書（契約書に改修工事等に係る工事許可及び工事完了後10年以上

の継続利用に関する承認事項が記載されているもの）又は売買契約書の写し。ただし、賃貸借契

約又は売買契約の締結前の場合にあっては、補助対象建築物の賃貸又は売買を行うこと及び所有

者等が補助対象建築物に係る事業計画の内容について承諾したことが確認できる書類 

(3) 補助対象建築物の概要写真（改修工事等着手前の外観及び屋内の状態が確認できるもの） 

(4) 現況平面図及び計画平面図 

(5) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要する費用の見積書の写し（補助対象経費の内訳

が記載されたもの） 

(6) 補助対象建築物が居住その他の使用がなされていないことが常態であることが確認できる書類 

(7) 市の建築指導担当課に事前相談した場合は、その回答書の写し 

(8) 暴力団排除に関する誓約書及び役員等名簿 

(9) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 申請者は、前項に規定する補助金の交付の申請に当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に

係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和

63 年法律第 108 号）の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額

に地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額

に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減額して申請しなければなら

ない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明ら

かでない場合は、この限りでない。 



（補助金の交付決定） 

第 11 条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請内容及び審査会の審査結果により、

モデル事業の認定及び補助金を交付することが適当であると認めたときは、野洲市通所型サービス

Ｂ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付しないことを決定したときは、申請者に対し、野洲市通所型サービスＢ開

設のための空き家活用モデル支援事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により通知するもの

とする。 

（変更等の申請） 

第12条 前条第１項の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）が、当該申請の

内容を変更又は中止をしようとするときは、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデ

ル支援事業補助金変更等承認申請書（様式第６号）にその他必要な書類を添付して市長に提出し、

承認を得なければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。 

(1) モデル事業の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、交付決定者の自由な創意により、よ

り能率的な補助対象工事等の変更 

(2) モデル事業の目的及び補助対象工事等に直接関わりがない事業計画の細部変更 

（変更等決定の通知） 

第 13 条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上、野洲市通所型サービスＢ

開設のための空き家活用モデル支援事業補助金変更等決定通知書（様式第７号）により、交付決定

者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第 14条 交付決定者は、補助対象工事等が完了した日から30日以内又は当該補助金の交付の決定を受

けた年度の３月 14 日のいずれか早い日までに、改修工事等完了実績報告書（様式第８号）に、規則

第 13条第３号に規定する書類として、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要した経費が確認できる書類 

(2) 補助対象建築物の完成写真（改修工事等着手前と比較した外観及び屋内の状態が確認できるも

の） 

(3) 補助対象工事等を自ら施工した場合は、施工に要した材料の使用前後及び使用中の写真並びに

内訳が確認できる書類 

(4) 補助対象建築物の賃貸借契約書又は売買契約書の写し 

(5) 改修工事等契約書の写し 

(6) その他市長が特に必要と認める書類 

２ 前項の実績報告書を提出する者のうち、第 10 条第３項ただし書の規定により申請をしたものは、

補助金の交付決定額について消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかになった場合は、

これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第 15 条 市長は、前条第１項の実績報告書の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて職員

に現地調査させ、当該補助対象工事等の成果が交付の決定の内容及び交付の条件に適合すると認め

たときは、交付すべき補助金の額を確定し、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデ

ル支援事業補助金額確定通知書（様式第９号）により交付決定者に通知するものとする。 



（補助金の請求） 

第 16 条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに野洲市通所型サービスＢ開

設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付請求書（様式第 10 号）を市長に提出するものとす

る。 

（補助金の交付） 

第 17 条 市長は、前条の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものと

する。 

２ この補助金は、規則第 16 条第２項の規定に基づき、概算払により交付することができるものとす

る。 

（経営指導の継続） 

第 18条 交付決定者は、モデル事業が営利目的の場合は、補助対象工事等完了後 10年間において、概

ね１年ごとに、野洲市健康福祉部高齢福祉課及び野洲市社会福祉協議会の指導を積極的に受け、モ

デル事業の長期的運営に努めなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第 19 条 市長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決

定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。 

(3) モデル事業の運用開始日から 10 年を経過するまでの期間に事業の廃止又は休止をしたとき。 

(4) この告示の規定に違反したとき。 

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、その旨を野洲市通所型サービスＢ開設のための

空き家活用モデル支援事業補助金交付決定取消通知書（様式第 11 号）により交付決定者に通知する

ものとする。 

（補助金の返還） 

第 20 条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて野洲市通所型サービスＢ開設の

ための空き家活用モデル支援事業補助金返還命令書（様式第 12 号）により、補助金の返還を命ずる

ものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。 

（市の関与） 

第 21 条 補助対象建築物及びその敷地に係る賃貸借契約並びに賃貸借期間中及び期間満了後における

手続等は、補助対象者と所有者等の責任の下で行い、何らかの紛争が生じても補助対象者と所有者

等が誠意をもって解決するものとし、市はこれに関与しないものとする。 

（報告） 

第 22 条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、モデル事業に関する報告を求める

ことができる。 

（安全性の配慮等） 

第 23 条 申請者は、建築物の改修後において利用上の安全性に支障がないよう計画するものとする。 

２ 昭和56年５月 31日以前に着工された建築物に係る申請者は、耐震改修を行う等、耐震性に配慮す

るよう努めなければならない。 



（その他） 

第 24 条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

（告示の失効） 

２ この告示は、令和７年３月 31日限り、その効力を失う。 

３ 交付決定者に対する第 18条から第 22条までの規定の適用は、前項の規定にかかわらず、同項に規

定する日後も、なおその効力を有する。 

 

 

  



様式第１号（第 10条関係） 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付申請書 

 

年  月  日 

  野洲市長 様 

 

申請者 住 所又は所在地 

                        団体名及び代表者          

（個人が申請者の場合は申請者名）          ㊞ 

（連絡先） 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱第10条の規定に

より、関係書類を添えて申請します。 

補助対象建築物の

所在地 
野洲市 

補助対象経費                         円 

補助金交付申請額                         円 

注）補助金に消費税等仕入控除税額がある場合には，これを減額して申請すること。 

 

 《添付書類》 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 

(3) 固定資産税の評価証明書等で建築年月日及び面積の分かるもの 

(4) 補助対象建築物の賃貸借契約書（契約書に改修工事等に係る工事許可及び工事完了後 10 年以上

の継続利用に関する承認事項が記載されているもの）又は売買契約書の写し。ただし、賃貸借契

約又は売買契約の締結前の場合にあっては、補助対象建築物の賃貸又は売買を行うこと及び所有

者等が補助対象建築物に係る事業計画の内容について承諾したことが確認できる書面 

(5) 補助対象建築物の概要写真（外観及び屋内の状態が確認できるもの） 

(6) 現況平面図及び計画平面図 

(7) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要する費用の見積書の写し（補助対象経費の内訳が

記載されたもの） 

(8) 補助対象建築物が居住その他の使用がなされていないことが常態であることが確認できる書類 

(9) 市の建築指導課に事前相談した場合は、その回答書の写し 

(10) 暴力団排除に関する誓約書及び役員等名簿 

(11) その他市長が特に必要と認める書類 



様式第２号（第 10条関係） 

年  月  日  

野洲市長 様 

 

事業計画書 

 

１ 申請者名称・概要等 

団体名  

団体代表者名（※１） 
役  職 

代表者名 

事務所所在地  

連絡先・担当者名 

役  職 

担当者名 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｆ Ａ Ｘ 

メ ー ル 

定款・規約 別紙として添付すること。 

役員名簿 別紙として添付すること。 

団体の設立時期         年   月   日 設立 

団体の設立目的  

団体の主な活動実績  

会計報告書等（※２） 直近２期分を別紙添付すること 

 

  ※１ 個人による申請の場合は、「団体名」の欄は空欄とし、「団体代表者名」の欄に申請者名を

記入してください。 

  ※２ 会計報告書等とは、団体の場合は決算報告書、個人の場合は確定申告書・源泉徴収票等過

去の収支等が分かる書類のことを指します。 

  （注）計画書の各記入欄が足りない場合は、記入欄を拡大するなど調整して記入してください。 

 

 



 

 ２ 補助対象建築物の概要 

所在地 野洲市 

構造 
□木造  □鉄筋コンクリート造  □鉄骨造 

□その他（               ）   

階数 地上（      ）階 ／ 地下（     ）階 

建築年月          年       月 

空き家となる以前の

建築物の用途 

□戸建て住宅  □店舗併用住宅   □事務所併用住宅 

□その他（            ） 

住宅の形態 
□戸建て住宅  □併用住宅  □長屋住宅  □集合住宅（全棟） 

□その他（            ） 

延べ床面積             ㎡（うち居住部分        ㎡） 

空き家になった時期             年    月頃  

 

 ３ 補助対象建築物の所有状況等 

補助対象建築物の所有状況 □申請者が所有    □所有者等から賃貸借 

所有者等名及び住所 

※賃貸借の場合のみ 

所有者等名  

住  所  

家賃月額 

※賃貸借の場合のみ 

  月額           円 

 （    年   月分から支払開始） 

 

 ４ 事業計画 

補助対象建築物の改修後に実施する通所型サービスＢの事業形態について記入してください。 

事業形態  

 



   補助対象建築物の改修後に通所型サービスＢ以外にどのような事業をするのか記入してください。 

活用用途 

□ 高齢者、子ども等の居場所づくりに資する施設 

□ 自治会等の活動拠点および多世代交流施設 

□ テレワークスペース 

（複数の利用者が、各々の独立した仕事を共同で利用する場

に資する施設） 

□ 地域活性化に資する観光交流施設 

□ その他市長が認める地域活性化に資する施設 

（                          ） 

連携又は協力団体の有無 

有（団体名：                    ） 

 

無 

事業概要  

事業内容・モデル性 

※どんな整備を行い、どの

ような利用をするのかを記

載してください。 

（工夫する点等も踏まえ

て） 

 

事業実施体制 

（地域や地元団体との協

力） 

 

事業による地域活性化への

貢献（具体的な数値目標

等） 

 

広報手段・手法  

上記以外の特記事項  

備考 この用紙に記載しきれない場合は、別紙に記載して提出すること。 



様式第３号（第 10条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

１ 収入の部 

（単位：円） 

科   目 予 算 額 摘    要 

   

   

   

   

計 
  

 

２ 支出の部 

（単位：円） 

 

（注）収支の計は、それぞれ一致すること。 

 

 

 

 

 

科    目 予 算 額 摘    要 

   

   

   

   

計 
  



様式第４号（第 11条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

                         野洲市長              印 

 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付決定通知書 

 

  年 月 日付けで申請のあった野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業

補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱第

11 条第１項の規定により、下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

 

事業名 野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業 

交付決定建築物の所在地 野洲市 

総事業費                       千円 

交付決定額                       千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第５号（第 11条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

                         野洲市長              印 

 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金不交付決定通知書 

 

  年 月 日付けで申請のあった野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業

補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱第

11 条第２項の規定により、下記のとおり交付しないことに決定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

  不交付の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第 12条関係） 

 年  月  日  

 

野洲市長 様 

 

申請者 住所又は所在地                 

団体名及び代表者                 

（個人が申請者の場合は申請者名）             ㊞  

（連絡先）                

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金変更等承認申請書 

 

      年  月  日付け  第   号により補助金の交付の決定を受けた事業の内容を次

のとおり（変更・中止）したいので、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援

事業補助金交付要綱第 11条の規定により申請します。 

（変更・中止）の理由 
 

 

変更の内容 

（※変更の場合のみ） 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 《添付書類》 

  以下のうち，変更が生じるものを添付します。 

(1) 事業計画書（様式第４号） 

(2) 収支予算書（様式第５号） 

(3) 計画平面図 

(4) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要する費用の見積書の写し（補助対象経費の内訳

が記載されたもの） 

(5) その他市長が必要と認める書類 

注）補助金に消費税等仕入控除税額がある場合には，これを減額して申請すること。 

 

 



様式第７号（第 13条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

                         野洲市長              印 

 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金変更等決定通知書 

 

  年 月 日付けで（変更・中止）申請のあった野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用

モデル支援事業補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補

助金交付要綱第 13条第２項の規定により、下記のとおり決定したので通知します。 

 

 

記 

 

１ 決定内容 承  認  ・  不 承 認 

２ 理由（不承認の場合）  

３ 変更交付決定額 

                   円 

  

（変更前                円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第 14条関係） 

 年  月  日  

 

野洲市長 様 

 

申請者 住所又は所在地                 

団体名及び代表者                 

（個人が申請者の場合は申請者名）             ㊞  

（連絡先）                

 

改修工事等完了実績報告書 

 

 野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱第14条の規定によ

り、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象建築物の

所在地 

野洲市 

２ 補助金額  

                      円 

 

 （補助対象経費                  円） 

 

３ 添付書類 

 

 (1) 補助対象建築物の取得及び補助対象工事等に要した経費が確認でき

る書類（領収書及び契約書・納品書等） 

 (2) 補助対象建築物の完成写真（工事着工前と比較した外観及び屋内の

状態が確認できるもの） 

 (3) 自ら施工した場合は、施工に要した材料の使用前後及び使用中の写

真並びに内容が確認できる書類 

 (4) 補助対象建築物の賃貸借契約書(契約書に改修工事等に係る工事許

可及び工事完了後10年以上の契約利用に関する承認事項が記載されて

いること。)又は売買契約書の写し 

 (5) 改修工事等契約書の写し 

 (6) その他市長が特に必要と認める書類 

 

 

 



様式第９号（第 15条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

                         野洲市長              印 

 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金額確定通知書 

 

  年 月 日付けで実績報告のあった野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援

事業補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付要

綱第 15 条の規定により、下記のとおり額を確定したので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

       補助金確定通知書                     円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 10号（第 16条関係） 

                                

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付請求書（概算払） 

 

 年  月  日 

  野洲市長    様 

 

申請者 住 所 

                           氏 名 

 

    年  月  日付け   第    号で交付の決定の通知があった野洲市通所型サービス

Ｂ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための

空き家活用モデル支援事業補助金交付要綱第16条の規定により下記のとおり請求します。 

 

記 

 

請求金額    金             円 

  

 

  上記補助金は、次の口座に振り込むようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融機関名 

 

          銀行・農協・信用金庫・信用組合 

               

支店・支所・出張所 

口座種別 普通  ・  当座 

口座番号 
 

 

フリガナ 

口座名義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振 
 

込 
 

先 



様式第 11号（第 19条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

                         野洲市長              印 

 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付決定取消通知書 

 

  年 月 日付け   第   号で交付の決定をした野洲市通所型サービスＢ開設のための空き

家活用モデル支援事業補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援

事業補助金交付要綱第 19 条第１項及び第２項の規定により、下記のとおり野洲市通所型サービスＢ開

設のための空き家活用モデル支援事業補助金交付決定の（全部・一部）を取り消したので通知します。 

 

 

記 

 

  １ 取消しの内容    （  全 部   ・  一 部  ） 

 

 

 

 

 

  ２ 取消しの理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第 12号（第 20条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

           様 

 

 

                         野洲市長              印 

 

 

野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援事業補助金返還命令書 

 

  年 月 日付け   第   号で交付の決定をした野洲市通所型サービスＢ開設のための空き

家活用モデル支援事業補助金について、野洲市通所型サービスＢ開設のための空き家活用モデル支援

事業補助金交付要綱第 20条の規定により、下記のとおり返還を請求します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

交付決定額（確定金額）                  円 

返還請求額                  円 

返還理由  

返還期日         年    月   日まで 

返還方法  

 


